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（2）日雇労働 のは、日雇労働者 のい 者です。

保険者

（1

１ 雇用保険の適用を受ける日雇労働者とは

２ 日雇労働被保険者を雇い入れた場合の手続きは

１２
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（2）日雇労働 のは、日雇労働者 のい 者です。

保険者

（1

１ 雇用保険の適用を受ける日雇労働者とは

２ 日雇労働被保険者を雇い入れた場合の手続きは

１２

（2  

 賃金日額  
負担割合 

事業主 労働者 

 11,300  176  88  88  

 8,200 11,300  146  73  73  

 8,200  96  48  48  

（3）保険料の負担 

29 年度の料率で計算しています。） 

○ 一般事業（雇用保険率 13.5/1000） 

×1/2 ×5/1000） 

○  16.5/1000） 

×1/2 ×6/1000） 

 

賃金日額 9,000

 

  

73 146 2 1 2（労働者負担分） 

 一般保険料 

36 9,000 4 1000 負担分） 

よって、事業主は、労働者から 109 73 36  

（4  

 

 

（5  

 

（6  

 

（2

賃金日額
負担割合

事業主 労働者

11,300 176  88  88

 8,200 11,300  146  73  73

8,200 96  48  48

（3）保険料の負担

（4

（5）

（6

日雇労働被保険者を雇用した場合は、雇用保険印紙保険料と一般保険料の納付の

義務があります。したがって、事業主は日雇労働被保険者に賃金を払うつど、以下の

計算方法で保険料を控除することができます。（令和７年度４月１日以降の料率で計

算しています。保険料率は次年度変更になる場合がありますので、ハローワークまた

は労働局へおたずねください。）

 

○ 一般事業（雇用保険率 14.5/1000） 

（雇用保険印紙料×1/2）＋（賃金×5.5/1000） 

○ 特掲事業（雇用保険率 16.5/1000又は 17.5/1000） 

（雇用保険印紙料×1/2）＋（賃金×6.5/1000） 

【例示】 

賃金日額 9,000 円の日雇労働者を雇用した建設事業の事業主が、日雇労働者負担分

の保険料を計算すると･･････ 

① 雇用保険印紙保険料 

73円･････146 円（第 2級）×1／2（労働者負担分） 

② 一般保険料 

58円･････9,000 円×6.5／1000（建設事業：労働者負担分） 

よって、事業主は、労働者から 131 円（①73 円＋②58 円）を徴収してください。 
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